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差押処分取消請求控訴事件 

大阪高等裁判所平成２５年（行コ）第１９６号 

平成２６年３月１４日第１４民事部判決 

（原審・大津地方裁判所平成２４年（行ウ）第１６号，同第１７号） 

口頭弁論終結日 平成２６年１月２４日 

 

      

 

主   文 

 

１ 原判決を取り消す。 

２ 処分行政庁が，控訴人会社に対して，原判決別紙「差押目録」記載の債権について平

成２４年１月２０日付けでした債権差押処分を取り消す。 

３ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。 

 

 

事実及び理由 

 

第１ 控訴の趣旨 

 主文同旨 

 

第２ 事案の概要 

１ 本件は，原判決別紙「不動産目録」記載１ないし３の各土地（以下，これらを併せて

「本件土地」という。）及び同目録記載４の建物（以下「本件建物」という。）等の固定資

産税滞納処分として，処分行政庁が，控訴人会社の株式会社レーベン（以下「レーベン」

という。）に対する本件土地及び本件建物の賃貸借契約（以下「本件賃貸借契約」という。）

に基づく賃料債権を差し押さえる旨の処分（以下「本件処分」という。）を行ったところ，

被処分者たる控訴人会社と，亡Ｂ（以下「亡Ｂ」という。死亡により控訴人Ｃがその地位

を承継）が，〔１〕 本件処分は，本件土地のみならず控訴人会社所有名義の本件土地以外

の不動産についての未納固定資産税全額をもって，控訴人会社が，本件土地の所有者であ

った亡Ｂから信託譲渡を受けた信託財産である本件土地に係る賃料債権部分について差押

えを行うものであるから，上記賃料債権部分を差し押さえた本件処分は違法であり，また，

〔２〕 本件賃貸借契約に係る賃料債権のうち消費税相当額部分については，控訴人会社

がレーベンから預かったものにすぎず，控訴人会社の責任財産に属するものとはいえない

から，上記消費税相当額部分に係る債権を差し押さえた本件処分は違法である等と主張し

て，本件処分の取消しを求めた事案である。 
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２ 原審裁判所は，信託財産に属する財産に係る固定資産税は，信託事務の処理について

生じた債権として差押え禁止の例外に該当する，上記消費税相当額部分の差押えについて

も，消費税の納税義務者は事業者たる控訴人会社であり，消費税相当額部分は消費者から

の預り金ではないなどと判断し，本件処分は違法ではないとして控訴人らの請求をいずれ

も棄却したことから，これを不服とする控訴人らが，本件各控訴を提起した。 

３ 前提事実 

（１）控訴人会社は，主に滋賀県彦根市α町の地域開発等の企画・調整・設計並びに土地

及び建物の有効利用に関する企画・調査設計等を目的とする株式会社である。 

（甲イ１，弁論の全趣旨） 

（２）亡Ｂは，平成１８年６月２３日，財産の管理・運用及び処分を目的としてその所有

に係る本件土地を控訴人会社に対して譲渡し，控訴人会社は上記目的に従って本件土地の

管理又は処分等を行うこと等を約する旨の契約（以下「本件信託契約」という。）を締結し，

同月２９日，信託を原因として控訴人会社に対する本件土地の所有権移転登記手続をした。 

（甲イ６の１及び２，同７の１及び２，同８の１及び２，甲ロ３，弁論の全趣旨） 

（３）控訴人会社は，平成１８年７月１９日，レーベンに対し，本件土地及び本件土地の

うちの原判決別紙「不動産目録」記載３の土地上にあり，控訴人会社が同日，滋賀ダイハ

ツ販売株式会社から売買を原因として取得した本件建物を，賃料月額３０万円及び消費税，

賃貸期間平成１８年８月１日から５年間（賃貸借期間満了３か月前までに更新拒絶の意思

表示がなければ，以後同一条件で自動更新）との約定で賃貸する旨の契約（本件賃貸借契

約）を締結し，控訴人会社は，レーベンに対し，本件賃貸借契約に基づき，本件土地及び

本件建物を引渡した。なお，本件賃貸借契約においては，本件土地部分と本件建物部分の

賃料の内訳は定められてはいない。 

（甲イ３，９，１４） 

（４）控訴人会社及び亡Ｂは，本件信託契約の締結に際して，控訴人会社が亡Ｂに対し，

月額７万４４００円（本件土地１坪あたり１５０円）の配当金を支払う旨の合意をしてい

たところ，本件賃貸借契約締結後の平成１８年９月７日，上記合意に係る契約書を作成し

た。 

（甲イ１０，１４） 

（５）控訴人会社は，委託者を亡Ｂ，受託者を控訴人会社とする信託財産である本件土地

並びに控訴人会社の固有財産である本件建物及びその他控訴人会社を所有名義人とする複

数の土地に係る固定資産税（原判決別紙「滞納固定資産税目録」に記載のもの）を滞納し

たことから、処分行政庁は，控訴人会社に対し，平成２４年１月２０日付けで，上記固定

資産税について，本件土地及び本件建物についての本件賃貸借契約に係る平成２４年２月

分以降の賃料月額３１万５０００円（賃料３０万円，消費税相当額１万５０００円）の支

払請求権（原判決別紙「差押目録」記載の債権）を被差押債権とする，滞納処分としての

債権差押え（本件処分）をした。 
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（甲イ２，甲ロ１，乙２，弁論の全趣旨） 

（６）控訴人会社は，処分行政庁に対し，平成２４年３月１６日付けで，本件処分に対す

る異議申立てを行った。同異議申立てにおいて，控訴人会社は，〔１〕 本件処分に係る賃

料債権は，本件信託契約に基づく信託財産に属するものであるところ，本件処分は，本件

土地の固定資産税の額を越えて控訴人会社の未納固定資産税全額について，亡Ｂの信託財

産に属する本件土地の賃料債権を除外せずに，本件賃貸借契約に基づく賃料債権全額を差

し押さえたものであるから，信託法（平成１８年法律第１０８号）２３条１項に違反し違

法である，〔２〕 レーベンからの国税の預り金である本件賃貸借契約に基づく賃料債権中

の消費税相当額部分を差し押さえることは違法であるなどと主張した。  

 処分行政庁は，同年５月１６日付けで，控訴人会社の上記異議申立てを棄却する旨の決

定をした。 

（甲イ４，１２） 

（７）亡Ｂは，処分行政庁に対し，平成２４年４月１９日付けで，本件処分に対する異議

申立てを行った。同異議申立てにおいて，亡Ｂは，概ね上記（６）の〔１〕及び〔２〕と

同趣旨の主張をした。 

 処分行政庁は，同年６月１５日付けで，亡Ｂの上記異議申立てを棄却する旨の決定をし

た。 

（甲ロ２） 

（８）被控訴人は，本件処分の結果，被控訴人が取り立てた本件賃貸借契約に基づく平成

２４年２月分以降の賃料月額３０万円及び消費税相当額１万５０００円の合計３１万５０

００円の金員について，平成２４年３月９日，控訴人会社に係る平成１８年度第２期分の

固定資産税（以下では，単に「平成１８年度第２期分」などという。）に，同年４月９日，

平成１９年度第１期分に，それぞれ充当した。 

 被控訴人は，同年５月１１日，平成１８年度第２期分に充当した３１万５０００円を，

平成１９年度第１期分のうちの３０万１２００円と，同第２期分のうちの１万３８００円

に，それぞれ充当替えした。 

 被控訴人は，本件処分の結果，被控訴人が各月毎に取り立てた月額３１万５０００円の

金員について，同月１４日，平成１９年度第１期分に２４万０６００円，同第２期分に７

万４４００円をそれぞれ充当し，同年６月１３日，平成１９年度第１期分に２４万０６０

０円，同第２期分に４万６８００円，同第３期分に２万７６００円をそれぞれ充当し，同

年７月１１日，平成１９年度第１期分に２４万０６００円，同第３期分に７万４４００円

をそれぞれ充当し，同年８月１５日，平成１９年度第１期分に１万７０００円，同第２期

分に２２万３６００円，同第３期分に３万３０００円，同第４期分に４万１４００円をそ

れぞれ充当し，同年９月１２日，平成１９年度第２期分に２４万０６００円，同第４期分

に７万４４００円をそれぞれ充当し，同年１０月８日，平成１９年度第２期分に２４万０

６００円，同第４期分に１万９２００円，平成２０年度第１期分に５万５２００円をそれ
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ぞれ充当し，同年１１月９日，平成１９年度第２期分に２４万０６００円，平成２０年度

第１期分に７万４４００円をそれぞれ充当し，同年１２月１０日，平成１９年度第２期分

に２４万０６００円，平成２０年度第１期分に１万４４００円，同第２期分に６万円をそ

れぞれ充当した。 

（甲イ１３の１ないし１０，乙６） 

（９）亡Ｂは，平成２５年３月２９日に死亡した。 

 亡Ｂの相続人である控訴人ＣとＥとの間では，同年５月２２日，控訴人Ｃが亡Ｂのすべ

ての財産を取得する旨の遺産分割協議がされた。 

（弁論の全趣旨） 

４ 争点 

 本件の争点は，本件処分の適法性であるが，具体的には以下の点が問題になる。 

（１）信託財産である本件土地に係る固定資産税と被控訴人会社所有名義の本件土地以外

の不動産に係る固定資産税とを区別せずに，その合計額を滞納金額として，信託財産であ

る本件土地の賃料相当額部分に対する差押処分（本件処分）を行ったことの適法性（本件

処分後に行われる滞納税金の充当処理計算上，本件土地の賃料相当額部分が信託財産であ

る本件土地の固定資産税のみに充当される余地があれば，本件処分は適法といえるか否か

を含む。） 

（２）本件処分において，被差押債権中に本件賃貸借契約における賃料債権中の消費税相

当額に係る債権が含まれていることの適法性 

５ 争点についての当事者の主張 

（１）争点（１）について 

（控訴人らの主張） 

ア 本件土地は，控訴人会社が亡Ｂから本件信託契約に基づいて譲渡されたものであるか

ら，本件土地について発生した賃料債権は亡Ｂの信託財産に属する（信託法１６条１号）。 

 信託法は，信託財産に属する財産に対する強制執行，仮差押え，仮処分若しくは担保権

の実行若しくは競売又は国税滞納処分（その例による処分を含む。）を禁じているから（同

法２３条１項），亡Ｂの信託財産である本件土地の賃料債権を差し押さえることはできない。 

イ また，仮に，本件土地の固定資産税が，信託財産責任負担債務（同法２条９項）に該

当するものであるとしても，本件処分においては，本件土地の未納固定資産税のみならず，

本件土地以外の控訴人会社の所有に係る不動産についての未納固定資産税全額をもって，

亡Ｂの信託財産である本件土地の賃料相当額に係る債権を含む本件土地及び本件建物につ

いての賃料債権全額が被差押債権とされており，これは同法２３条１項に違反している。 

ウ 被控訴人は，控訴人会社の滞納固定資産税には，本件土地に係る固定資産税も含まれ

ているから，本件土地の賃料相当額に対してされた本件処分は，その賃料相当額が本件土

地の滞納固定資産税に充当されているといえる限り，同法２３条１項に反するものではな

い旨主張するが，差押後の充当処理によって，本来違法であるはずの差押処分が適法にな
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ることはない。 

 また，そもそも，平成２４年３月９日に行われた充当処分の時点では，本件土地から生

じる賃料相当額が，本件土地の未納固定資産税に充当されていないのであり，本件処分は

違法というほかない。被控訴人は，同年５月１１日に充当替えを行っているが，このこと

によって，違法な処分が適法な処分になることもありえない。 

エ また，信託法１８条１項は，信託財産と固有財産とが識別不能となった場合には，各

財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす旨，同条２項で上記共有持

分は相等しいものと推定する旨，それぞれ規定しているところ，本件賃貸借契約における

賃料債権について，本件土地部分の賃料と本件建物部分の賃料とが明確に区別できない場

合には，同法１項及び２項の類推適用により持分２分の１ずつの準共有となるというべき

であるから，差押えに際しては，２分の１の限度でのみしか行えないと解すべきである。 

（被控訴人の主張） 

ア 信託法２３条１項は「信託財産責任負担債務にかかる債権（信託財産に属する財産に

ついて生じた権利を含む。）」，すなわち受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責

任を負う債務（同法２条９項）に基づく場合を差押禁止の例外としているところ，信託財

産に属する財産にかかる固定資産税は「信託事務の処理について生じた権利」（同法２１条

１項９号）として上記差押禁止の例外に該当する。 

イ 本件において，控訴人会社の滞納固定資産税には，本件土地に係るものも含まれてい

るから，本件土地の賃料相当額を被差押債権とする本件処分は，差し押さえられた上記賃

料相当額が，本件土地の滞納固定資産税に充当されている限り，同法２３条１項に違反す

るものではない。 

 固定資産税については，地方税法３８７条により同一納税義務者が所有する不動産につ

いていわゆる「名寄せ」を行うこととされており，固定資産税の免税点（同法３５１条）

を判定する場合は，名寄せ後の課税標準額をもって判定する等とされているほか，課税標

準額及び税額を算出する際の端数処理（同法２０条の４の２）も，名寄せ後の総額に対し

て実施されることになっている。そのため，通常の処理過程において，複数の不動産を所

有している者については，賦課された固定資産税総額のうち特定の不動産に係る税額を正

確に算出することができないし，特定の不動産に賦課される固定資産税のみを支払い，あ

るいは支払わないとすることはできない。その一方で，信託法の規定上，本件土地の賃料

相当額分については，本件土地に賦課された固定資産税のみに充当されるべきであるから，

被控訴人は，被控訴人会社が仮に本件土地のみを所有していたとする場合に賦課されるで

あろう固定資産税額を算出し（これは真に本件土地に対して賦課されていると考えられる

税額の近似値となる。），その額をやや下回る額については，控訴人会社の滞納固定資産税

全体の中の本件土地の税額に相当する額であると考えられることから，この部分に対して

のみ，本件処分によって取り立てた賃料債権月額３１万５０００円のうち，少なくとも本

件土地の賃料相当額と考えられる７万４４００円を充当するとの処理を行っている。上記
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名寄せは，地方税法が制度として採用しているものであるから，仮に，特定の納税義務者

の所有する不動産から，特定の不動産のみを取り出して固定資産税額の計算を行ったとし

ても，それはあくまでも「相当税額」でしかないのであり，信託財産にかかる未納固定資

産税を独立して請求することはできない。控訴人らの主張は，地方税法に定められた制度

に異議を唱えているにすぎないものである。なお，本件信託契約に関連して，控訴人会社

と亡Ｂとの間では，配当金月額７万４４００円の支払合意がされているが，このことから，

直ちに，本件土地に係る月額賃料相当額が上記配当金月額と同額になるわけではない。そ

して，国税徴収法６３条本文によれば，徴税職員が債権を差し押さえるときは，その全額

を差し押さえなければならないとされていることに照らせば，本件賃貸借契約に基づく賃

料債権全額を差し押さえたことに特段の問題はない。 

 以上によれば，本件処分は信託法２３条１項に違反せず，違法とはいえない。このよう

な処理が認められないとすれば，高収益を生む不動産について，複数の不動産を所有する

受託者に信託されると，当該高収益を生む不動産に賦課される固定資産税を滞納しても，

その不動産が生み出す高収益を差し押さえることが全くできなくなるとの結論を招くこと

になり，不相当である。 

ウ 信託法１８条は，当初は固有財産と信託財産との区別があったものの，事後的に識別

が不能となった場合に係る規定であるから，当初からその区別のない本件賃貸借契約にお

ける賃料債権について類推適用する素地を欠いているというべきである。 

（２）争点（２）について 

（控訴人らの主張） 

 本件土地及び本件建物の賃料にかかる消費税相当額１万５０００円は，控訴人会社が，

本件賃貸借契約の賃借人であるレーベンから預かった国税の預り金であり，同契約に基づ

く賃料債権には含まれない。本件処分は，上記消費税相当額部分をも含めて差し押さえる

ものであって違法である。 

（被控訴人の主張） 

 消費税の納税義務者はあくまで賃貸人である控訴人会社であり，本件賃貸借契約の賃借

人であるレーベンは，消費税の実質的負担者ではあるものの納税義務者ではない。消費者

が商品や役務の提供に対して支払う消費税はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一

部としての性格しか有せず，本件における消費税相当額は，賃料の一部にすぎないから，

これを差し押さえることに違法はない。 

 よって，本件処分は適法である。 

 

第３ 当裁判所の判断 

１ 前提事実のとおり，控訴人会社と亡Ｂとの間の本件信託契約は，平成１８年６月２３

日に締結されているところ，信託法（平成１８年法律第１０８号）の施行日（平成１９年

９月３０日）前に効力が生じた契約信託等については，信託財産に属する財産の対抗要件
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に関する事項を除き，従前の例によるとされているところ（信託法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律（平成１８年法律第１０９号，以下「整備法」という。）２条），上

記従前の例によるとされる信託は，信託行為の定め又は委託者，受託者及び受益者の書面

等による合意によって，適用される法律が信託法となる信託に信託の変更をすることがで

きるものとされている（整備法３条１項）。 

 本件において，上記信託の変更がされたことはうかがわれないので，本件において適用

される法律は，平成１８年法律第１０９号による改正前の信託法（大正１１年法律第６２

号，以下「旧信託法」という。）であることになる。 

２ 争点（１）（信託財産である本件土地に係る固定資産税と被控訴人会社所有名義の本件

土地以外の不動産に係る固定資産税とを区別せずに，その合計額を滞納金額として，信託

財産である本件土地の賃料相当額部分に対する差押処分（本件処分）を行ったことの適法

性（本件処分後に行われる滞納税金の充当処理計算上，本件土地の賃料相当額部分が信託

財産である本件土地の固定資産税のみに充当される余地があれば，本件処分は適法といえ

るか否かを含む。））について 

（１）前提事実（前記第２の３（５））のとおり，本件処分においては，委託者を亡Ｂ，受

託者を控訴人会社とする信託財産である本件土地並びに控訴人会社の固有財産である本件

建物及びその他控訴人会社を所有名義人とする複数の土地に係る固定資産税について，本

件土地及び本件建物についての本件賃貸借契約に係る平成２４年２月分以降の賃料月額３

１万５０００円（賃料３０万円，消費税相当額１万５０００円）の支払請求権（原判決別

紙「差押目録」記載の債権）を被差押債権とする，滞納処分として債権差押えがされてい

る。 

 旧信託法１６条１項によれば，信託財産につき，信託前の原因によって生じた権利又は

信託事務の処理について生じた権利に基づく場合を除いては，信託財産に対して強制執行

等（滞納処分を含むと解されている。）をすることができないとされているところ，この規

定は，信託財産の独立性を確保し，受益者の物権的救済を図ることを目的とするものであ

る。同規定は，受託者の固有財産に属する債務に係る債権者や，特定の委託者以外の者が

受託者に信託した信託財産に属する債務に係る債権者は，原則として，特定の委託者が信

託した信託財産について権利を行使することを許さないことを定めるものであるから，本

件処分が同規定に抵触するか否かが問題になる。 

 そこで検討するに，上記固定資産税のうち，本件土地に係る固定資産税に相当する部分

は，旧信託法１６条１項にいう「信託事務ノ処理ニ付生シタル権利」に該当することは明

らかであるところ，信託事務の処理について生じた権利に係る債務については，受託者は，

信託財産に属する財産のほか，固有財産に属する財産をもって，その履行の責任を負うの

が原則とされているのであるから，本件土地に係る固定資産税に相当する部分についての

債権に基づいて，信託財産である本件土地及び控訴人会社の固有財産である本件建物につ

いての，本件賃貸借契約に係る賃料債権を差し押さえることが，旧信託法１６条１項に抵
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触するものでないことは明らかである。 

 しかしながら，他方，上記固定資産税のうち，控訴人会社を所有名義人とする本件土地

以外の不動産に係る固定資産税に相当する部分は，旧信託法１６条１項の適用が除外され

る権利に該当するものではないので，同条項の解釈上，これに基づいて，本件賃貸借契約

に係る賃料債権のうち，亡Ｂを委託者とし，控訴人を受託者とする信託財産である本件土

地の賃料相当額部分に対して強制執行等をすることは，旧信託法１６条１項によって，当

該信託財産が責任を負わないものとされている債務の債権者による権利の行使を許すこと

になるので，同条項に抵触することになるというべきである。 

（２）この点について，被控訴人は，本件処分において，信託財産である本件土地のみな

らず，その他の控訴人会社を所有名義人とする不動産に係る固定資産税について，本件賃

貸借契約に係る賃料債権の全額を差し押さえたのは，同一納税義務者が所有する不動産に

ついて，いわゆる名寄せが行われており（地方税法３８７条），固定資産税の免税点（同法

３５１条）を判定する場合は名寄せ後の課税標準額をもって行われているほか，課税標準

額及び税額を算出する際の端数処理（同法２０条の４の２）についても，名寄せが行われ

ていることを前提として算定された固定資産税の総額に対して実施されることになってい

ることなどから，通常の場合，特定の市町村において複数の不動産を所有している者につ

いては，賦課された固定資産税総額のうち，特定の不動産にかかる税額を正確に算出する

ことができず，また，特定の不動産に賦課される固定資産税のみを支払い，あるいは支払

わないとすることはできないことから，差押調書や，同調書添付の滞納明細書においても，

総額表示しかなしえないためである旨主張する。 

 しかしながら，被控訴人の主張するような地方税法上の制約があるとしても，特定の不

動産に対する固定資産税相当額（ただし，近似値である。）を算出すること自体は可能であ

る以上，上記地方税法上の制約があることは，旧信託法１６条１項に違反して信託財産の

独立性を害することになる本件処分を正当化する根拠にはなり得ないというべきである。 

（３）また，被控訴人は，本件処分後に行われる滞納税金の充当処理計算上，本件土地の

賃料相当額部分が信託財産である本件土地の固定資産税のみに充当される余地があれば，

本件処分は当初から適法であるとも主張する。 

 しかしながら，行政処分の違法性を判断する基準となる時点は，当該処分が行われた時

点であると解すべきであるところ，前提事実（前記第２の３（８））のとおり，本件処分に

基づいて被控訴人が取り立てた本件賃貸借契約に基づく賃料債権が，控訴人会社が滞納し

た固定資産税に充当されたのは，本件処分後である上，具体的に被控訴人においてどのよ

うな充当方法が採用されるのかについては，控訴人らは本件処分時には知り得ないのであ

るから，現時点において前提事実記載のとおりの充当が行われているとしても，このこと

を理由に本件処分が適法と評価されることになるわけではない（本件処分を維持すれば，

いずれ本件処分における請求債権のうちの本件土地の固定資産税未納分が消滅し，上記の

ような充当処理ができなくなることになり，その場合には，本件土地の賃料相当額部分を
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その余の不動産の固定資産税未納分に充当するか否かは，被控訴人の意思に委ねられるこ

とになるが，このような状態は，やはり，適法とはいえない。）。 

（４）以上によれば，本件処分は，旧信託法１６条１項に違反しているのであるから、そ

の余の点について判断するまでもなく適法であるとはいえない。 

 

第４ 結論 

 以上のとおり，本件処分は違法であり，控訴人らの請求はいずれも理由があるから認容

すべきところ，これと結論を異にする原判決は失当であって，本件控訴は理由がある。よ

って，原判決を取消し，控訴人の請求をいずれも認容することとして，主文のとおり判決

する。  

大阪高等裁判所第１４民事部 

裁判長裁判官 田中澄夫 裁判官 龍見昇 裁判官 金地香枝 

 


